
水田活用の直接支払交付金の見直しについて

現場の実情を踏まえた対応を求める意見書

本県では、園芸・畜産の産地化や大豆・そば・麦等の生産振興など、水田フル活

用により複合型生産構造の確立に取り組んできた。

このような中、水田活用の直接支払交付金の見直しが示されたが、本県において

は、そば・大豆など「経営が成り立たなくなる品目」や、野菜・花きなど「田畑輪

換になじまない品目」があるなど、生産現場に混乱を来している。

食料安全保障の観点から自給率向上が重要課題となる中、特に、今般の見直しに

おいては、今後５年間に一度も水張りが行われない農地が交付対象から除外される

ことにより、農地の維持が困難となり耕作放棄地が増加することや、多年生作物（牧

草）の交付単価の見直しにより、耕畜連携による自給飼料の生産体制が維持できな

くなることが懸念される。

本県としても、生産性向上の視点から、ブロックローテーションなどに対応して

いく必要があるが、国においては、農地が適切に維持され、農業者が意欲を持って

営農できるよう、生産現場の課題を十分検証した上で、次のとおり、現場の実情を

踏まえた対応を行うことを強く要望する。

１ 水田活用の直接支払交付金の見直しに当たっては、農業経営や産地の維持・拡

大、ほ場整備の推進など、地域農業に与える影響を調査し、現場の理解を得なが

ら慎重に対応すること。

２ 食料安全保障の観点から、田畑輪換による生産性の低下や離農、耕作放棄地の

増加を招くことがないよう、必要な対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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